
 

     

本件事故当時、南相馬市原町区に居住していた申立人らが、避難費用（引越費

用及び宿泊先への謝礼等）、自動車買換費用（二輪駆動車→四輪駆動車）、生命・

身体的損害（精神神経科関係の健康状態の悪化による精神的損害）、通院交通費

及び避難生活に伴う精神的損害等の損害賠償を求めた事例。 

 和 解 契 約 書 （全部和解） 
 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」と

いう。）において、申立人Ｘ１及び同Ｘ２（以下、「申立人ら」という。）と被申立人

東京電力株式会社（以下、「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 
１ 和解の範囲 

申立人らと被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（但し、下記記載の期間

に限る。）について和解することとし、それ以外の点について、本和解の効力は

及ばないことを相互に確認する。 
記 

損害項目    

（１） 避難生活に伴う精神的損害 

      申立人Ｘ１                ２，１８４，０００円 

      申立人Ｘ２                ２，１８４，０００円 

（２） 避難費用                   ５２２，３５６円 

  （３） 自動車買換費用                ４５４，６９５円 

  （４） 身体的損害に伴う精神的損害 

      申立人Ｘ１                   ４２，０００円 

  （５） 身体的損害に関する一時金 

申立人Ｘ２                １，０００，０００円 

（６） 通院交通費 

      申立人Ｘ１                   ５０，０００円 

申立人Ｘ２                   ４５，０００円 

（７） 通院証明書取得費用 

      申立人Ｘ１                    ４，２００円 

申立人Ｘ２                    ４，２００円 

合計                      ６，４９０，４５１円 
期 間 
（１） 上記（１）乃至（３）について 

自 平成２３年３月１１日 
至 平成２４年８月３１日 



  （２） 上記（４）、（６）、（７）について 
自 平成２３年３月１１日 
至 平成２３年１１月３０日 

（３） 上記（５）について 
    本件事故発生当初の時期 
２ 和解金額 

被申立人は、前項の損害項目及び期間についての和解金として、申立人らに対

し、金６，４９０，４５１円から仮払補償金１，６００，０００円を控除した残

額である金４，８９０，４５１円の支払義務があることを認める。 
３ 支払方法 
 （省略） 

４ 清算 
申立人らと被申立人は、第１項の損害項目（ただし、同項記載の期間に限る。）

については、本和解に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務がないこと

を相互に確認する。 
５ 手続費用 
  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 
 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人ら及び被申立人

が記名押印の上、申立人ら全員が１通と被申立人が１通をそれぞれ保有するものと

する。また、被申立人は、本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決セ

ンターに交付する。 
平成２４年９月２８日 
 
 
（仲介委員 犀川 治） 


